
《発表記者会：東北電力記者会、宮城県政記者会、福島県政記者クラブ》  

  
令 和 ５ 年 1 2 月 ６ 日 
国土交通省東北運輸局 

地域公共交通に関する東北地方の取組が、 

優良事例として国土交通大臣表彰を受賞します！ 

～令和５年地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰～ 

○ この度、「ＮＰＯ法人みんなと湊まちづくりネットワーク・福島県会津若松市」（２団体で１件）に
おける地域公共交通の確保・維持・活性化に向けた取組が、他地域の模範となるような顕著な功績
を挙げたとして、「地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰」を受賞することとなりました。 

○ 表彰式は 12 月 13 日（水）に、国土交通省本省において執り行われます。 
 
○ 国土交通省では、地域公共交通の確保・維持・活性化に関する取組が他地域の模範となるような顕

著な功績がある団体を表彰するとともに、本表彰を通じ、取組に携わっている方々のモチベーションの向上
や、優良事例の他地域への横展開等を目的として、平成 21 年から、「地域公共交通優良団体国土交
通大臣表彰」を実施しています。 

 
○ 令和５年の表彰においては、東北地方から、「ＮＰＯ法人みんなと湊まちづくりネットワーク」及び 

「福島県会津若松市」の２者連携による取組が表彰されることとなりました。（全国で計５事項・６団体） 
 
○ 取組内容の概要は、以下のとおりです。（詳細は、別紙参照） 

・ 市と住民主体のＮＰＯをはじめとする関係者の連携・協働により、 
広域的な路線再編と環境負荷の低い地域内交通の導入とを 
一体的に実施し、交通空白地を解消。 

・ 地域内交通（みなとバス）の運行に当たっては、利用目的に応じた 
運行形態の設定、地域の合意による目標設定など、地域住民が 
主体的かつ持続的に運営する仕組みを構築・運用。 

 
○ なお、表彰式は以下のとおり執り行われます。 
  １．日  時  令和５年１２月１３日（水）１４：００～ 
    ２．式  場  国土交通省１０階「共用大会議室」 

（東京都千代田区霞が関２－１－３中央合同庁舎第３号館） 
    ３．受賞者数  ５事項 ６団体 
 
（参考：国土交通省ＨＰ） 

・ 令和５年地域公共交通優良団体大臣表彰について 
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo03̲hh̲000370.html 

・ 地域公共交通優良団体国土交通大臣表彰について 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei̲transport̲tk̲000042.html 

 
    

  

【問合せ先】 

 国土交通省 東北運輸局 交通政策部 交通企画課 山城、林   ＴＥＬ：022-791-7507 

地域内交通「みなとバス」時刻表 



                                                        

令和5年12月13日

国　土　交　通　省

令和５年地域公共交通優良団体大臣表彰受賞者名簿



ふ　  り  　 が  　な

受　 賞 　者 　名

あかいがわむらちいきこうきょうこうつうかっせいかきょうぎかい

赤井川村地域公共交通活性化協議会

とくていひえいりかつどうほうじんみんまとみなとまちづくりねっとわーく

特定非営利活動法人みんなと湊まちづくりネットワーク 福島県会津若松市湊町大字共和字西田面２７２

ふくしまけんあいづわかまつし

福島県会津若松市 福島県会津若松市東栄町３－４６

ぐんまけんまえばしし

群馬県前橋市

かかみがはらしちいきこうきょうこうつうかいぎ

各務原市地域公共交通会議

ながさきしこうきょうこうつうかっせいかきょうぎかい

長崎市公共交通活性化協議会

バス事業者と市が連携し、競合路線での運行事業者の一本化、等間隔
運行の実施及び幹線と地域路線のハブ＆スポーク化を含む路線再編施
策を展開することで利便性の維持、運行の効率化及びバス事業者の収
支改善を実現するなど地域公共交通の確保・維持に積極的に取り組ん
だ

長崎県長崎市魚の町４－１

群馬県前橋市大手町２－１２－１

様々な関係者と連携を図り市内バス事業者六社をとりまとめ共同経営計
画の策定へ導き、重複路線の運行を効率化したこと、ＭａａＳの運用にお
いてマイナンバーカードとの認証・連携などのデジタル化を推進し、利用
者の増加に積極的に取り組んだ

地域住民・交通事業者・行政の連携により公共交通網を再構築し、とり
わけ「ふれあいバス」の再編、「チョイソコかかみがはら」の導入及び複数
のタクシー事業者による輪番制の運行など利便性・持続可能性を向上さ
せる地域公共交通の確保・維持に積極的に取り組んだ

岐阜県各務原市那加桜町１－６９

功　績　概　要 現　住　所

村役場が中心となり、リゾート会社の従業員送迎バスといった村内の輸
送資源をフル活用し、地域の多様な意見を取り入れ、自らがデザインし
た持続可能な公共交通「むらバス」を運行するなど地域公共交通の確
保・維持に積極的に取り組んだ

北海道余市郡赤井川村字赤井川７４－２

市と住民主体のNPOが連携し、利用目的に応じたバス路線の再編や地
域の合意による目標設定を行うなど、地域内交通を地域住民が主体的
かつ持続的に運営する仕組みを構築・運用するなど地域公共交通の確
保・維持に積極的に取り組んだ



市と住民主体のNPOが連携し、風力発電事業者等の協力も得て環境負荷の低い地域内交通を構築。
路線再編と一体的な地域内交通の導入により交通空白地を解消。市の伴走的支援と、住民による活発
かつ継続的な議論を可能とする組織づくりによってPDCAサイクルを確立し、持続的な運行を実現。

NPO法人みんなと湊まちづくりネットワーク・福島県会津若松市（福島県会津若松市湊地区）

２．創意工夫

１．多様な主体の実質的参画

３．自立性・継続性

（取組の概要）

パンフレット（時刻表）

（１）地域主体のNPOによる段階的な運行実施と市の伴走的支援
●急激な人口減少等の地域課題に対応するため、地域活性化を目指す地域運営組織を設立(H27)。
地域行事での無償送迎バス運行など実証的取組も経て、地域を経由するバス路線の再編を契機に、
地域主体による地域内交通「みなとバス」の無償運行を開始（R1-）。令和２年にNPO法人化し、
令和3年より自家用有償旅客運送として運行。

●市は、組織の立上げから積極的に働きかけ、サポートするとともに、地域ビジョンの策定支援、運行経費支
援、バス乗車体験会の開催による利用促進など、幅広く継続的に支援。毎月の会議にも担当者が参加。

（２）地域住民の参画とエネルギー事業者の協力
●運転は地域住民（NPO会員）10名程度で分担。風力発電事業者より、 PHEV車両の寄贈や急速
充電施設の無料設置開放等の協力も得て、環境負荷の低い地域内交通を実現。

（１）市の主導による再編実施計画に基づく路線再編
●一部重複する路線バス・コミュニティバスを統合。低利用区間の廃止に代えて、増便により全体の利便性
を向上しつつ、統合後の路線に接続する地域内交通として「みなとバス」を導入し、交通空白地を解消。

（２）活発かつ継続的な議論を可能とする組織・仕組みづくり
●NPOは地域住民計70名程度で構成。地区区長会など各種団体や事業者、湊地区住民が参画し、
毎月、全体会・役員会・各部会を開催。「みなとバス」事業の検討・評価は、「生活・福祉部会」が担う。

（３）多様な取組の実施
●「みなとバス」によるおでかけツアーの開催（地域内の交流機会増加に寄与）のほか、農産物直売所の
運営、環境維持活動、スポーツ少年団の支援等、地域活性化に資する多様な関連サービスを実施。

（１）地域の合意による目標の設定とPDCAサイクルの実施
●地域で議論を重ね、運転者の持続的な確保と住民の利用を両立可能な水準を見据え目標設定。コロナ禍での
有償化後も着実に利用者数を伸ばし、目標（6.3人／日）を達成（7.6人／日）(R4)。毎年度、事業計画に基づ
き事業を実施し、定期的に取組を評価。路線バスとの接続性の向上など随時サービスの改善を行っている。

（２）青年部会との連携
●NPO内には青年部会が設置され、広く意見交換を実施。若い世代の意見が反映される仕組みとなっているほか、
青年部会と連携した運転手確保など長期的・継続的な運行に向けた取組が可能な環境が整っている。

－会津若松市

★-福島県庁

部会における議論の様子

湊地区（市中心から車約30分）

湊地区の概況
＜概況＞
・ 昭和30年に会津若松市に編入
・ 人口1,515人、621世帯

（令和５年７月末現在）

・ 高齢化率46.6％（市全体30.9%）

（令和２年７月末現在）

・ 主産業 農業

＜地域課題＞
・ 人口が急減 （年約50人・３％ずつ減）

・ 子どもが少なく、減少
（小中義務教育学校に向け動き出した）

・ 農業の後継者不足 ・ 交通の便が悪い
・ 地域内に病院やスーパーがない
※ 光ネットワークは令和２年にやっと呼び込んだ

みなとバス 運行１日当たり利用者数の推移

みなとバス（小学生の絵を車体に展示）


